
発行元 ： 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構（JRECO）

※この行程管理票は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制法）に
基づき第一種特定製品の廃棄等を行う場合に使用します。

（ただし、３回以上委託する場合は、併せて「補足用」を使用します）

A票

フロン排出抑制法

回収したフロン類
を再 生・破 壊に
引き渡す際には、
F 票 のコピーと

「フロン類再生・
破壊管理票」を用
いて引渡しを行う。

Ａ票 に記入
（３年間保存）

Ａ票 に記入
（３年間保存）

Ｂ票 に記入

Ｂ票 を承諾
（３年間保存）

Ｃ票 に記入
（３年間保存）

E票 に記入
（３年間保存）

Ｄ票 に記入
（３年間保存）

Ｅ票 に記入

Ｅ票 に記入

Ｅ票（コピー）
（３年間保存）

Ｅ票（コピー）
（３年間保存）

Ｅ票（コピー） Ｅ票
（３年間保存）

Ｅ票 を取次者へ交付

Ｅ票 を取次者へ交付

（
引
渡
し
を
再
委
託
す
る
場
合
）

（
引
渡
し
を
委
託
す
る
場
合
）

機器の所有者等
（廃棄等実施者） 取次者（１） 取次者（２） 充塡回収業者 再生・破壊等の業者

Ｅ票（コピー）を所有者等へ送付

Ｅ票（コピー）を所有者等へ送付

F票 に記入

F 票 に記入

F票 ３年間保存
（記録保存の場合は５年間）

Ｆ票 ３年間保存
（記録保存の場合は５年間）

※	取次者（３）に委託する場合
はＥ票Ｆ票を取次者（３）に
回付すると同時に別紙（補
足用）を使用してください。

求めに応じて
コピーを回付

C票 に記入
（３年間保存）

回収したフロン類
を再 生・破 壊に
引き渡す際には、
F 票 のコピーと

「フロン類再生・
破壊管理票」を用
いて引渡しを行う。

※

再委託伺

（記入者）機器の所有者（以下、廃棄等実施者）：委託確認書
・ 第一種特定製品の廃棄等を行う場合（当該処理等を取次者に委託する場合を含む）に使用します。
  廃棄等実施者はこの書面を３年間保存します。

行程管理票
#1C2788

#D13D15

#231815
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B票

C票

D票

E票

F票

（記入者）取次者（１）及び管理者：再委託承諾書
・取次者１が、フロン類の処理等を取次者２に再委託する場合、廃棄等実施者の再委託承諾書とし

て使用します。廃棄等実施者はこの書面を３年間保存します。

汎用版
（主に再委託用）

（記入者）取次者（１）：委託確認書 兼 再委託承諾書
・取次者１が、フロン類の処理等を取次者２に再委託する場合、委託確認書として使用します。取
  次者１はこの書面を３年間保存します。

（記入者）取次者（2）：委託確認書 兼 再委託承諾書（写）
・再委託を受けた取次者２が充塡回収業者に依頼、または取次者３へ再々委託する場合（補足用
  使用）に、取次者２が使用します。取次者２はこの書面を３年間保存します。

（記入者）充塡回収業者：委託確認書 兼 引取証明書
・フロン類の回収を依頼された充塡回収業者が、フロン類の回収後に引取証明書として使用します。
  充塡回収業者はこの書面を廃棄等実施者及び最終の取次者に交付します。廃棄等実施者及び

最終の取次者は、この書面を３年間保存します。

（記入者）充塡回収業者：引取証明書（写）
・ 充塡回収業者は、この書面を３年間保存します。また、再生・破壊処理に引き渡す場合は、別票（フ
  ロン類再生・破壊依頼票）を使用し、再生証明書・破壊証明書の交付を受けてください。

【行程管理票の流れ】




